
中部ブロック広域連携計画の見直しの考え方

１．情報共有について（6.1情報共有（計画16頁～）

• 能登半島地震において、発災後、情報共有がされず、家屋等の被害状況は石川県が

発表している災害対策本部会議資料から日々把握していたが、被災市町のニーズを

正確に把握できなかった。

⇒計画に基づき情報共有を行う。（計画修正なし）

２．情報共有の内容について

• 道路、ライフライン、通信、宿泊、店舗営業等の情報

⇒県内の引継ぎで情報共有する。（計画修正なし）

協議会
資料２-1

中部ブロック広域連携計画は、能登半島地震の実績を踏まえて、以下の検討を行って
きた。資料2-2、2-3のとおり。今後も計画の実効性を高めるため見直しは継続して実
施する。



3．人的支援、資機材支援について
• 広域連携計画の発動について、誰が（幹事支援県か）、どう判断するか。

⇒中部事務所が幹事支援県がどこであるかを各県と共有する（現行計画に記載あり）

• 南海トラフ地震では表10の支援体制は機能しないため、総務省が報道発表した「南海
トラフ地震での応援自治体の組合せ」を付録６ に新規追加。

• 能登半島地震での支援実績を踏まえて様式を変更する。

⇒人的支援、資機材支援に関する新様式を検討し、運用しつつ実行性を確保する。

４．広域中間処理の手順について

•  当初受入対象となっていた施設が、条件が追加され対象外となった事例があったた

め、事前に条件を設定してもらったうえで要請される内容に見直してほしい。

⇒現行様式は変更しないが、受入条件は運用段階で適宜調整を行う。

• 広域中間処理にあたり必要な書類の作成手順の明記、雛形の作成
覚書、廃棄物処理法に基づく協議や通知に関する書類、料金の覚書の作成や調整に関する内容がほ
とんど盛り込まれておらず、作成及び調整に時間を要したため、計画に追加してほしい。
⇒今後検討する。



５．対口支援や全都清のプッシュ型支援との整理を優先すべき 

⇒11頁5.0連携体制の構築5） 及び 15頁6.0連携体制の構築5）

中部地方環境事務所は、「災害廃棄物の撤去等に係る連携対応マニュアル」（令和2年8月、環境省・
防衛省）や人材バンク制度、 D.Waste-Net、総務省の応急対策職員派遣制度（対口支援方式）、全
国都市清掃会議による収集運搬支援、民間団体等との連携体制を構築する。 に修正。

６．浄化槽対応部署、その他関係部署などのリスト化が必要

⇒協議会構成自治体により付録５ に新規追加。
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